
日時  11 月 27日  (土)  午後1:０0開場 

講演  午後 １:３0 ～ ４：0０ 

会場  大和郡山市市民交流館（JR郡山駅東隣） 

        3階大会議室    駐車場：隣のバレッタ駐車場（有料）     

資料代 会員は無料、非会員は500円      

 
       

 

学習会（仮題） 
 

 

専門分野 行政法 
 
著書（共著）「自治体DXでどうなる地方自治の近未来」 
      「辺野古訴訟と法治主義：行政法学からの検証」 
      「地方創生と自治体間連携」 ほか 

（龍谷大学 法学部教授 ） 

本多 滝夫 講師 

いま、地方自治体はこれまでにない試練に直面しています。コ

ロナ禍と、急速に進むデジタル化です。 

押し寄せてくるデジタル化の波に対して、デジタル化にかかわ

る基礎的な用語を解説しながら、国のデジタル化政策全体のねら

いと自治体行政に及ぼす影響を明らかにします。その目的と基本

的な構造を示し、自治体行政に対してどこが問題なのかを具体的

に明らかにお話ししていただく予定です。 

ぜひご参加ください。 

事前にお読みください。 

新型コロナウイルス感染症のため、学習会を開催する場合は、密閉、密集、密接の「三つの条件」を避け、換気の

励行、互いの距離をあける、マスク着用を徹底したうえで開催しますので、ご協力よろしくお願いします。 

なお、急遽中止する場合は当研究所のホームページでお知らせしますので、直前にご確認ください。 


